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議案第８９号

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴

い，建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務に係る手数料の額を定める等の必要があ

るによる。

福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例

　福岡市建築関係手数料条例（平成１２年福岡市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１　４の項の次に次のように加える。

４の２　法第７条第１

項の規定に基づく完

了検査又は法第１８条

第１６項の規定に基づ

く完了の通知のうち

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（以下この

表において「建築物

省エネ法」という。）

第１１条第１項の特定

建築行為に係る部分

を含む工事の完了検

査の申請又は完了の

通知に対する審査

建築物に関する完了

検査申請又は完了通

知手数料（特定建築

行為に係る加算額）

　次に掲げる建築物省エネ法第１１条第１項の

特定建築物の非住宅部分（住宅以外の用途に

供する部分をいう。）の床面積のうち工場，倉

庫その他の市長が別に定める用途に供する部

分を除いたものの合計の区分に応じ，それぞ

れ次に定める金額

⑴　３００平方メートル未満のもの　５,０００円

⑵　３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの　９,０００円

⑶　２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

ル未満のもの　１５,０００円

⑷　５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの　２０,０００円

⑸　１０,０００平方メートル以上２５,０００平方メー

トル未満のもの　２４,０００円

⑹　２５,０００平方メートル以上のもの　２８,０００円

　別表第７　１の項金額の欄第１号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４

年法律第４９号）第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「建築物のエネルギー消費
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１　建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律（以下

この表において「法」

という。）第１２条第

建築物エネルギー消

費性能適合性判定申

請手数料

　次に掲げる法第１１条第１項に規定する特定

建築物の非住宅部分（住宅以外の用途に供す

る部分をいう。以下この表において同じ。）の

床面積のうち工場，倉庫その他の市長が別に

定める用途に供する部分を除いたもの（以下

性能の向上に関する法律第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」

に改める。

　別表第１０　３の項金額の欄第１号ア中「ウ」を「エ」に改め，同号イ中「及びウ」を「か

らエまで」に，「登録建築物調査機関」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に改め，

ウをエとし，イをウとし，アの次に次のように加える。

イ　法第１２条第６項又は第１３条第７項の規定による通知書及び建築基準法による検査済

証を添付して申請されたもの

　別表第１０　３の項金額の欄第３号中「非住宅部分の床面積」を「対象面積」に改め，同号

ア中「省令第１条第１項第１号ロに規定する基準（以下「第１条モデル建物法」という。）」

を「第１条モデル建物法」に改め，同項を同表６の項とし，同表２の項金額の欄第１号中「１

の項⑴ア」を「４の項⑴ア」に改め，同欄第２号及び第３号中「１の項⑵ア」を「４の項⑵

ア」に改め，同欄第４号中「１の項⑷ア」を「４の項⑷ア」に，「非住宅部分の床面積」を

「対象面積」に改め，同欄第５号及び第６号中「１の項⑵ア」を「４の項⑵ア」に，「非住宅

部分の床面積」を「対象面積」に改め，同項を同表５の項とし，同表１の項事務の欄中「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この表において「法」という。）」を

「法」に改め，同項金額の欄第１号中「住宅以外の用途に供する部分（以下「非住宅部分」

という。）」を「非住宅部分」に改め，同号ア中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律

第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「法第１５条第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関」に改め，同欄第４号中「非住宅部分の床面積」を「対象面積」

に改め，同号ア中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省

令・国土交通省令第１号。以下この表において「省令」という。）第８条第１号イ⑵」を「省

令第１０条第１号イ⑵」に，「第８条モデル建物法」を「第１０条モデル建物法」に改め，同号イ

からカまでの規定中「第８条モデル建物法」を「第１０条モデル建物法」に改め，同欄第５号

及び第６号中「非住宅部分の床面積」を「対象面積」に改め，同項を同表４の項とし，同項

の前に次の３項を加える。
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１項又は第１３条第２

項の規定に基づく建

築物エネルギー消費

性能適合性判定の申

請に対する審査

この表において「対象面積」という。）の合計

の区分に応じ，それぞれ次に定める金額

⑴　３００平方メートル未満のもの　３００,０００円

（建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令（平成２８年経済産業省令・国土交通

省令第１号。以下この表において「省令」

という。）第１条第１項第１号ロに規定する

基準（以下この表において「第１条モデル

建物法」という。）を用いたときは，１１４,０００

円）

⑵　３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの　４８５,０００円（第１条モデル建物

法を用いたときは，１９２,０００円）

⑶　２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル

未満のもの　６９３,０００円（第１条モデル建物

法を用いたときは，３１１,０００円）

⑷　５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの　８５４,０００円（第１条モデル建

物法を用いたときは，４０７,０００円）

⑸　１０,０００平方メートル以上２５,０００平方メート

ル未満のもの　１,００９,０００円（第１条モデル

建物法を用いたときは，４８９,０００円）

⑹　２５,０００平方メートル以上のもの　１,１５１,０００

円（第１条モデル建物法を用いたときは，

５７４,０００円）

２　法第１２条第２項又

は第１３条第３項の規

定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能適

合性判定の申請に対

する審査

建築物エネルギー消

費性能適合性判定変

更申請手数料

　１の項⑴から⑹までに掲げる対象面積の合

計の区分に応じ，それぞれに定める金額の２

分の１の金額

３　建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律施行規

則（平成２８年国土交

通省令第５号）第１１

条の規定に基づく軽

微な変更に関する証

明書の交付

建築物エネルギー消

費性能適合性判定軽

微変更該当証明書交

付手数料

　１の項⑴から⑹までに掲げる対象面積の合

計の区分に応じ，それぞれに定める金額の２

分の１の金額
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　別表第１０備考第２項中「３の項⑵」を「６の項⑵」に改める。

　　　附　則

　この条例は，平成２９年４月１日から施行する。




